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地方公営企業法第39条第２項の規定に基づき職を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第50号 

地方公営企業法第39条第２項の規定に基づき職を定める規則の一部を改正する規則 

地方公営企業法第39条第２項の規定に基づき職を定める規則（昭和41年新潟県規則第83号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

   地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第39条

第２項に規定する知事が定める職は、次のとおりと

する。 

(1) （略） 

(2) 新潟県病院局組織規程（昭和36年新潟県病院

局管理規程第３号）により病院局に置かれる職

のうち、次に掲げるもの（イ及びウに掲げる職

にあつては、局本庁の副参事相当以上の職に限

る｡) 

ア （略） 

イ 六日町・小出病院事業清算事務所の所長及

び次長 

 

ウ （略） 

 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第39条

第２項に規定する知事が定める職は、次のとおりと

する。 

(1) （略） 

(2) 新潟県病院局組織規程（昭和36年新潟県病院

局管理規程第３号）により病院局に置かれる職

のうち、次に掲げるもの（イ及びウに掲げる職

にあつては、局本庁の副参事相当以上の職に限

る｡) 

ア （略） 

イ 六日町・小出病院事業清算事務所の所長、

次長、庶務課長、経営第１課長、経営第２課

長及び医事企画員 

ウ （略） 

  附 則 

 この規則は、平成27年10月１日から施行する。 

 

訓   令 
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◎新潟県訓令第11号 

本     庁 

新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号）に規定する帳票その他の書類の様式指定（平成５年３月新潟県訓令第７号）の特例（昭和57年３月新潟県訓令第８号）の

一部を次のように改正し、平成27年10月１日から実施する。 

平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
第３号様式（第121条関係） 

給料等総括表 

 （略） 

（略） （略）    

    共済長期厚生掛

金 

     

 共済長期退職掛

金 

旧共済長期掛金 共済返済金 警察共済物資代 

 （略）    

 互助医療掛金 互助一般等掛金 互助返済金  

     

 

第４号様式（第121条関係） 

給料等支出内訳表 

 （略） 

（略） （略） 

 共済長期厚

生掛金 

共済長期退

職掛金 

旧共済長期

掛金 

共済返済金 警察共済物

資代 

 

互助返済金 

 

 （略）   

 （略） 

 

第６号様式（第121条関係） 

第３号様式（第121条関係） 

給料等総括表 

 （略） 

（略） （略）    

    共済長期掛金 

 

     

 共済返済金 

 

警察共済物資代 互助医療掛金 互助一般等掛金 

 （略）    

 互助貸付等掛金 互助返済金   

     

 

第４号様式（第121条関係） 

給料等支出内訳表 

 （略） 

（略） （略） 

 共済長期掛

金 

共済返済金 警察共済物

資代 

   

互助貸付等

掛金 

互助返済金 （略）   

 （略） 

 

第６号様式（第121条関係） 
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所属合計表 

 （略） 

（略）    共済長

期厚生

掛金 

共済長

期退職

掛金 

旧共済

長期掛

金 

共済返

済金 

（略） 

         

社会保

険料 

互助医

療掛金 

互助一

般等掛

金 

互助返

済金 

財形貯

蓄 

警察共

済物資

代 

   

         

 

第10号様式（第121条関係） 

共済組合負担金等総括表 

 （略） 

（略） 標 準 報 酬 月 額 

（千円） 

（略） 

 

長期

（厚

生） 

長期

（退

職） 

 

長期

（厚

生） 

長期

（退

職） 

 

長期

（厚

生） 

長期

（退

職） 

長期

（経

過的） 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

第11号様式（第121条関係） 

共済組合負担金等総括表（介護掛金及び負担金） 

 （略） 

   （略） 標 準 報 酬 月 額  

所属合計表 

 （略） 

（略）    共済長

期掛金 

共済返

済金 

社会保

険料 

 

互助医

療掛金 

（略） 

         

互助一

般等掛

金 

互助貸

付等掛

金 

互助返

済金 

財形貯

蓄 

警察共

済物資

代 

    

 

         

 

第10号様式（第121条関係） 

共済組合負担金等総括表 

 （略） 

（略） 
基 礎 給 料 額 

（略） 

 長 期  長 期  長 期 

 

 

 

           

            

            

            

            

            

            

            

 

第11号様式（第121条関係） 

共済組合負担金等総括表（介護掛金及び負担金） 

 （略） 

   （略） 基礎給料月額  
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（千円） 
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告   示 

◎新潟県告示第1253号 

新潟県薬物の濫用の防止に関する条例（平成26年新潟県条例第88号。以下「条例」という｡)第17条第１項の規

定により、知事指定薬物が次のとおり指定の効力を失ったので、同条第２項の規定により告示する。 

平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 失効する知事指定薬物の名称 

(1) １―（ベンゾフラン―５―イル）プロパン―２―アミン（通称名：５―ＡＰＢ）及びその塩類 

(2) １―（２，３―ジヒドロベンゾフラン―６―イル）プロパン―２―アミン（通称名：６―ＡＰＤＢ）及び

その塩類 

２ 失効の理由 

  当該知事指定薬物が条例第２条第１項第６号に規定する薬物に該当するに至ったため。 

３ 失効年月日 

  平成27年９月26日 

４ 罰則の適用 

  条例第26条から第30条までの規定は、当該知事指定薬物の指定の失効前にした行為についても、これを適用

する。 

 

◎新潟県告示第1254号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、新潟市の白根郷土地改良区から次のとおり役

員が退任した旨の届出があった。 

平成27年９月29日 

新潟県新潟地域振興局長 

１ 退 任 

 監事 新潟市南区白根古川491番地   神田 宇一 

 退任年月日 平成27年９月３日 

 

◎新潟県告示第1255号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、新発田市長から次の

とおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（３級基準点測量） 

２ 作業期間 平成27年５月20日から平成27年７月31日まで 

３ 作業地域 新発田市 東新町・豊町 地内 

 

◎新潟県告示第1256号 

河川法（昭和39年法律167号）第17条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について 

次のとおり協議が成立した。 

なお、関係図書は、新潟県長岡地域振興局地域整備部において縦覧に供する。 

平成27年９月29日 

新潟県長岡地域振興局長 

１ 河川の名称 

 一級河川信濃川水系稲葉川 

２ 河川管理施設の名称または種類 

 稲葉川右岸堤防 

３ 河川管理施設の位置 

 長岡市福島町字東廻1587番１地先から同市福島町字東廻1591番３地先まで 

４ 管理を行う者の名称及び住所 
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  名称 道路管理者  

長岡市長 森 民夫  

  住所 長岡市大手通１丁目４番地10 

５ 管理の内容 

(1) 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む｡)、路肩、道路の付属物その他専ら道路の管理上必要な施設

又は工作物をいう。以下同じ｡)の新設（道路の付属物に係るものに限る｡)、改築、維持又は修繕 

(2) 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１メートルまでの範囲内にあるもの（関係図書に法長１メートル

以外の規定をするものは、当該路肩からその法長までの範囲内にあるもの)についての維持 

(3) 原則として道路専用施設に係る災害復旧 

６ 管理の期間 

  平成27年７月29日から道路の存続する日まで 

 

◎新潟県告示第1257号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規

定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。 

平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 新発田地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

滝沢地区 新発田市滝沢 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

上石川(H25)地区 新発田市上石川 次の図のとおり 地すべり 

古寺地区 新発田市古寺 次の図のとおり 地すべり 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県新発田地域振興局地域整備部に備え置いて縦

覧に供する｡) 

２ 新潟地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

下杉川(H25)地区 
五泉市下杉川、横渡、松野、 

笹目 
次の図のとおり 地すべり 

塔ヶ平地区 五泉市阿弥陀瀬 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

阿弥陀瀬(1)地区 五泉市阿弥陀瀬 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

内の沢地区 五泉市阿弥陀瀬 次の図のとおり 土石流 

横渡沢地区 五泉市横渡 次の図のとおり 土石流 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県新潟地域振興局新津地域整備部に備え置いて

縦覧に供する｡) 

３ 長岡地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 
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小栗山地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小栗山(1)地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小栗山(3)地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小栗山(2)地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小栗山(4)地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小栗山(5)地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

殿入川地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 土石流 

上森光地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 土石流 

小栗山(1)地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 土石流 

小栗山(2)地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 土石流 

小栗山(3)地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 土石流 

小栗山地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 地すべり 

押切地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

武石地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

武石(1)地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

武石(2)地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

武石(3)地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

武石(4)地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

国沢川地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 土石流 

武石(1)地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 土石流 

武石(2)地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 土石流 

武石地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 地すべり 

武石（上）地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 地すべり 

八王子地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 
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芝の又地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

八王子本村(2)地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

八王子本村(1)地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

芝の又(1)地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

芝の又(2)地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

八王子(5)地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

八王子(6)地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

八王子(8)地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

八王子(10)地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

芝ノ又川地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 土石流 

石川端川地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 土石流 

大平川地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 土石流 

沢入地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 土石流 

木桜川地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 土石流 

離山地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 土石流 

八王子地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 地すべり 

小国町八王子(H25)地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 地すべり 

大積折渡町(4)地区 長岡市大積折渡町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大積折渡町(3)地区 長岡市大積折渡町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大積折渡町(1)地区 長岡市大積折渡町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

折渡川２地区 長岡市大積折渡町 次の図のとおり 土石流 

大積折渡町(1)地区 長岡市大積折渡町 次の図のとおり 土石流 

大積折渡町(2)地区 長岡市大積折渡町 次の図のとおり 土石流 

三島谷地区 
長岡市大積折渡町、大積三

島谷町 
次の図のとおり 地すべり 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧



平成27年９月29日(火) 新  潟  県  報 第75号 

10 

に供する｡) 

４ 魚沼地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

中荒沢地区 魚沼市宇津野 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

村杉地区 魚沼市宇津野 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

石切沢地区 魚沼市宇津野 次の図のとおり 土石流 

中荒沢川地区 魚沼市宇津野 次の図のとおり 土石流 

銀山平地区 魚沼市宇津野 次の図のとおり 土石流 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧

に供する｡) 

５ 上越地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

上中條地区 上越市清里区上中條 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所に備え置いて

縦覧に供する｡) 

６ 糸魚川地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

大洞地区 糸魚川市大字大洞 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大洞(2)地区 糸魚川市大字大洞 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大洞(3)地区 糸魚川市大字大洞 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大洞(4)地区 糸魚川市大字大洞 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大洞(5)地区 糸魚川市大字大洞 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

濁澄川地区 糸魚川市大字大洞 次の図のとおり 土石流 

大洞地区 糸魚川市大字大洞 次の図のとおり 地すべり 

外波地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

水上地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

外波南地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 
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荒戸(2)地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

外波(2)地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

外波(3)地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

岩脇川地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 土石流 

水上谷川地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 土石流 

ソロジ谷川地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 土石流 

久治谷地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 土石流 

外波(1)地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 土石流 

市振(1)地区 糸魚川市大字市振 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

親不知地区 糸魚川市大字市振 次の図のとおり 土石流 

市振(2)地区 糸魚川市大字市振 次の図のとおり 土石流 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県糸魚川地域振興局地域整備部に備え置いて縦

覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第1258号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の規

定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。 

平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 新発田地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自然

現象により建築物に作用

すると想定される衝撃に

関する事項 

土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

滝沢地区 新発田市滝沢 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

(｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県新発田地域振興局地域整備部に備え置いて縦

覧に供する｡) 

２ 新潟地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自然

現象により建築物に作用

すると想定される衝撃に

関する事項 

土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

塔ヶ平地区 五泉市阿弥陀瀬 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

阿弥陀瀬(1)地区 五泉市阿弥陀瀬 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

(｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県新潟地域振興局新津地域整備部に備え置いて

縦覧に供する｡) 
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３ 長岡地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自然

現象により建築物に作用

すると想定される衝撃に

関する事項 

土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

小栗山地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小栗山(1)地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小栗山(3)地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小栗山(2)地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小栗山(4)地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小栗山(5)地区 長岡市小国町小栗山 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

押切地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

武石地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

武石(1)地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

武石(2)地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

武石(3)地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

武石(4)地区 長岡市小国町武石 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

八王子地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

芝の又地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

八王子本村(2)地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

八王子本村(1)地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

芝の又(1)地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

芝の又(2)地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

八王子(6)地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

八王子(8)地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大平川地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 土石流 

木桜川地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 土石流 
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離山地区 長岡市小国町八王子 次の図のとおり 土石流 

大積折渡町(4)地区 長岡市大積折渡町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大積折渡町(3)地区 長岡市大積折渡町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大積折渡町(1)地区 長岡市大積折渡町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

折渡川２地区 長岡市大積折渡町 次の図のとおり 土石流 

(｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧

に供する｡) 

４ 魚沼地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自然

現象により建築物に作用

すると想定される衝撃に

関する事項 

土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

中荒沢地区 魚沼市宇津野 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

村杉地区 魚沼市宇津野 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

石切沢地区 魚沼市宇津野 次の図のとおり 土石流 

中荒沢川地区 魚沼市宇津野 次の図のとおり 土石流 

銀山平地区 魚沼市宇津野 次の図のとおり 土石流 

(｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧

に供する｡) 

５ 上越地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自然

現象により建築物に作用

すると想定される衝撃に

関する事項 

土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

上中條地区 上越市清里区上中條 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

(｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所に備え置いて

縦覧に供する｡) 

６ 糸魚川地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自然

現象により建築物に作用

すると想定される衝撃に

関する事項 

土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

大洞地区 糸魚川市大字大洞 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大洞(2)地区 糸魚川市大字大洞 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大洞(3)地区 糸魚川市大字大洞 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 



平成27年９月29日(火) 新  潟  県  報 第75号 

14 

大洞(4)地区 糸魚川市大字大洞 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大洞(5)地区 糸魚川市大字大洞 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

外波地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

水上地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

外波南地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

荒戸(2)地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

外波(2)地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

外波(3)地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

水上谷川地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 土石流 

ソロジ谷川地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 土石流 

外波(1)地区 糸魚川市大字外波 次の図のとおり 土石流 

市振(1)地区 糸魚川市大字市振 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

親不知地区 糸魚川市大字市振 次の図のとおり 土石流 

市振(2)地区 糸魚川市大字市振 次の図のとおり 土石流 

(｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県糸魚川地域振興局地域整備部に備え置いて縦

覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第1259号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、都市計画

の図書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 変更に係わる都市計画の種類及び名称 

・種類 長岡都市計画道路（長岡市決定） 

・名称 ３・２・13号 西津町古正寺線 

    ３・４・66号 七日町石動線 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第1260号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第２項の規定により、都市計画事業を次のとおり施行する。 

平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

(1) 種類 胎内都市計画道路事業 

(2) 名称 ３・４・４号西中央通り線 
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２ 施行者の名称 

 新潟県 

３ 事務所の所在地 

 新潟市中央区新光町４番地１ 

４ 事業地の所在 

(1) 収用の部分 

  新潟県胎内市本郷町、協和町及び西条町地内 

(2) 使用の部分 

  なし 

 

◎新潟県告示第1261号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第77条の35の８第２項の規定により、指定構造計算適合性判定機関から次

のとおり住所及び構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更する旨の届出があった。 

平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 住所及び構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更する指定構造計算適合性判定機関 

株式会社 東京建築検査機構 

２ 変更後の住所及び構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地 

東京都中央区日本橋富沢町10番16号 

３ 変更する年月日 

平成27年９月28日 

 

◎新潟県告示第1262号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第77条の35の８第２項の規定により、指定構造計算適合性判定機関から次

のとおり構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更する旨の届出があった。 

平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更する指定構造計算適合性判定機関 

株式会社 建築構造センター 

２ 変更（新設）する構造計算適合性判定の業務を行う事務所の名称及び所在地 

長野事務所 

長野県長野市南県町1082番地 KOYO南県町ビル５階 

３ 変更する年月日 

平成27年９月24日 

 

◎新潟県告示第1263号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第18条の２第１項の規定により、次のとおり構造計算適合性判定機関にそ

の構造計算適合性判定を行わせることとした。 

平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 名称及び住所 

日本建築検査協会 株式会社 

東京都中央区日本橋三丁目13番11号 

２ 業務区域 

新潟県の全域 

３ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地 

東京都中央区日本橋三丁目13番11号 油脂工業会館５階 

４ 指定構造計算適合性判定機関に行わせることとした構造計算適合性判定の業務 

次の各号に掲げる業務以外の業務 

(1) 床面積の合計が2,000㎡以下の建築物（建築基準法施行令第81条第２項第１号ロに定める構造計算による建

築物等を除く｡) 
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(2) 床面積の合計が10,000㎡以下の建築物で、法第18条第２項に該当するもの（令第81条第２項第１号ロに定

める構造計算による建築物等を除く｡) 

５ 構造計算適合性判定の業務の開始の日 

平成27年10月１日 

 

◎新潟県告示第1264号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第18条の２第１項の規定により、次のとおり構造計算適合性判定機関にそ

の構造計算適合性判定を行わせることとした。 

平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 名称及び住所 

株式会社 グッド・アイズ建築検査機構 

東京都新宿区百人町二丁目16番15号 

２ 業務区域 

新潟県の全域 

３ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地 

東京都新宿区百人町二丁目16番15号 

４ 指定構造計算適合性判定機関に行わせることとした構造計算適合性判定の業務 

次の各号に掲げる業務以外の業務 

(1) 床面積の合計が2,000㎡以下の建築物（建築基準法施行令第81条第２項第１号ロに定める構造計算による建

築物等を除く｡) 

(2) 床面積の合計が10,000㎡以下の建築物で、法第18条第２項に該当するもの（令第81条第２項第１号ロに定

める構造計算による建築物等を除く｡) 

５ 構造計算適合性判定の業務の開始の日 

平成27年10月１日 

 

◎新潟県告示第1265号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第18条の２第１項の規定により、次のとおり構造計算適合性判定機関にそ

の構造計算適合性判定を行わせることとした。 

平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 名称及び住所 

一般財団法人 ベターリビング 

東京都千代田区富士見二丁目７番２号 

２ 業務区域 

新潟県の全域 

３ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地 

東京都千代田区富士見二丁目７番２号 

４ 指定構造計算適合性判定機関に行わせることとした構造計算適合性判定の業務 

次の各号に掲げる業務以外の業務 

(1) 床面積の合計が2,000㎡以下の建築物（建築基準法施行令第81条第２項第１号ロに定める構造計算による建

築物等を除く｡) 

(2) 床面積の合計が10,000㎡以下の建築物で、法第18条第２項に該当するもの（令第81条第２項第１号ロに定

める構造計算による建築物等を除く｡) 

５ 構造計算適合性判定の業務の開始の日 

平成27年10月１日 

 

◎新潟県告示第1266号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第18条の２第１項の規定により、次のとおり構造計算適合性判定機関にそ

の構造計算適合性判定を行わせることとした。 



第75号 新  潟  県  報 平成27年９月29日(火) 

17 

平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 名称及び住所 

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 

東京都港区西新宿一丁目15番５号 

２ 業務区域 

新潟県の全域 

３ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地 

東京都港区西新宿一丁目15番５号 

４ 指定構造計算適合性判定機関に行わせることとした構造計算適合性判定の業務 

次の各号に掲げる業務以外の業務 

(1) 床面積の合計が2,000㎡以下の建築物（建築基準法施行令第81条第２項第１号ロに定める構造計算による建

築物等を除く｡) 

(2) 床面積の合計が10,000㎡以下の建築物で、法第18条第２項に該当するもの（令第81条第２項第１号ロに定

める構造計算による建築物等を除く｡) 

５ 構造計算適合性判定の業務の開始の日 

平成27年10月１日 

 

公   告 

特定非営利活動法人の設立の認証申請について（公告） 

 特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）第 10 条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の

設立の認証申請があった。 

なお、特定非営利活動促進法第10条第２項に規定する申請書の添付書類は、新潟県県民生活・環境部県民生活課

及び三条地域振興局において縦覧に供する。 

平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 申請のあった年月日 

平成 27年９月 14 日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 

    特定非営利活動法人みんなのわ 

３ 代表者の氏名 

山田 光哲 

４ 主たる事務所の所在地 

    燕市国上 1407番地 

５ 定款に記載された目的 

  この法人は、この国に生在する人間の一人一人が共生できる新たな社会システムの構築が必要であるという

認識のもと、「人間の尊厳」「生き方の自由」「死の自己責任化」を基本理念とした「生前契約文化」の普及

・発展を通じて、国民の保健・福祉・文化の増進に寄与することを目的とする。 

６ 定款に記載された特定非営利活動の種類 

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動       

(2) 環境の保全を図る活動 

(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 
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平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 ヤマシタＨＯＫ上越店 

所在地 上越市富岡3443 外 

設置者 株式会社カネヨ松木商店 

２ 変更した事項 

 (1) 大規模小売店舗の名称 

   （変更前）Ｊ－ＨＯＫ 

   （変更後）ヤマシタＨＯＫ上越店 

  (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者 

（変更前）株式会社カネヨ松木商店ほか１者 

（変更後）株式会社山下家具店ほか１者 

３ 変更年月日 

  平成27年９月16日 

４ 変更の理由 

・２(1)大規模小売店舗の名称を変更したため。 

・２(2)店舗が入れ替わったため。 

５ 届出年月日 

平成27年９月11日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業・地場産業振興課 

（なお、上越市産業観光部産業振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成27年９月29日から平成28年１月29日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業・地場産業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

家畜人工授精に関する講習会修業試験の合格者について（公告） 

新潟県家畜人工授精師養成講習会規程（昭和28年10月新潟県告示第1155号）第９条第１項の規定により、平成 

27年９月10日及び11日に実施した家畜人工授精師養成講習会修業試験の合格者は、次のとおりである。 

平成27年９月29日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

阿部裕一郎、寺田令、中塚ももえ、小股茜、近悠二郎、杉亮佑、二階堂南、松橋健斗、諸橋遥奈、加藤哲、近

藤大貴、宮川かなえ 

 

病院局管理規程 



第75号 新  潟  県  報 平成27年９月29日(火) 

19 

新潟県病院局管理規程第20号 

新潟県病院局組織規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

平成27年９月29日 

新潟県病院事業管理者  若 月  道 秀 

新潟県病院局組織規程の一部を改正する規程 

新潟県病院局組織規程（昭和36年新潟県病院局管理規程第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下「移動条等」という。）に対応

する同表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下「移動後条等」という。）が存

在する場合には当該移動条等を当該移動後条等とし、移動条等に対応する移動後条等が存在しない場合には当該

移動条等（以下「削除条等」という。）を削る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

 （設置） 

第６条の２ 閉院前の新潟県立六日町病院及び新潟県

立小出病院の清算業務を行うため、六日町・小出病

院事業清算事務所を魚沼市に置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （分掌事務） 

第６条の４ 六日町・小出病院事業清算事務所の分掌

事務は、次のとおりである。 

 

 (１) 公印の管理に関する事項 

 (２) 職員の人事及び服務に関する事項 

 (３) 文書の収受及び保存に関する事項 

 (４) 物品の管理及び出納に関する事項(ただし、薬品

及び衛生材料の管理保管を除く。) 

 (５) 配当予算の経理に関する事項 

 (６) 調査統計に関する事項 

 (７) 六日町・小出病院事業清算事務所の管理、保全

等に関する事項 

 (８) 薬品及び衛生材料の管理保管に関する事項 

 (９) 料金の請求及び収納に関する事項 

 (10) 診療記録の整備及び保管に関する事項 

  

 

 

 

 

 

 （設置） 

第６条の２ 閉院前の新潟県立六日町病院及び新潟

県立小出病院の清算業務を行うため、六日町・小

出病院事業清算事務所を魚沼市に置く。 

２ 六日町・小出病院事業清算事務所の事務の一部

を分掌させるため、経営第２課を南魚沼市に置く。 

 

 （組織） 

第６条の３ 六日町・小出病院事業清算事務所に次

の課を置く。 

 庶務課 

 経営第１課 

 経営第２課 

 

 （分掌事務） 

第６条の４ 六日町・小出病院事業清算事務所の課

の分掌事務は、次のとおりである。 

       庶務課 

 (１) 公印の管理に関する事項 

 (２) 職員の人事及び服務に関する事項 

 (３) 文書の収受及び保存に関する事項 

 (４) 物品の管理及び出納に関する事項(ただし、薬

品及び衛生材料の管理保管を除く。) 

 (５) その他他の課に属しない事項 

 

 

 

 

 

 

    経営第１課 

 (１) 配当予算の経理に関する事項 

 (２) 調査統計に関する事項 

 (３) 六日町・小出病院事業清算事務所の管理、保

全等に関する事項 

 (４) 薬品及び衛生材料の管理保管に関する事項 
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 （六日町・小出病院事業清算事務所の職の設置） 

第 17条の５ 六日町・小出病院事業清算事務所に次

条及び第 17 条の７の規定により置かれる職のほ

か、次のうち必要な職を置くことができる。 

 事務職員及び技術職員をもつて充てる職 

 (１) 主事 

 (２) 技師 

 

 

 

 

 

 

第 17 条の７ 六日町・小出病院事業清算事務所に

参事、副参事、主査、主任、専門員（次項において

「参事等」という。）を置くことができる。 

 

２ （略） 

 (５) 料金の請求及び収納に関する事項 

 (６) 診療記録の整備及び保管に関する事項 

      経営第２課 

 (１) 職員の人事及び服務に関する事項 

 (２) 文書の収受及び保存に関する事項 

 (３) 物品の管理及び出納に関する事項（ただし、 

  薬品及び衛生材料の管理保管を除く。) 

 (４) 配当予算の経理に関する事項 

 (５) 調査統計に関する事項 

 (６) 六日町・小出病院事業清算事務所の管理、保 

  全等に関する事項 

 (７) 薬品及び衛生材料の管理保管に関する事項 

 (８) 料金の請求及び収納に関する事項 

 (９) 診療記録の整備及び保管に関する事項 

 

 （六日町・小出病院事業清算事務所の職の設置） 

第 17 条の５ 六日町・小出病院事業清算事務所に次

条から第 17条の８の規定により置かれる職のほか、

次のうち必要な職を置くことができる。 

 事務職員及び技術職員をもつて充てる職 

 (１) 主事 

 (２) 技師 

 

第 17 条の７ 六日町・小出病院事業清算事務所の課

に長を置く。 

２ 前項に規定する長は、上司の命を受けて所掌す

る事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 

 

第 17 条の８ 六日町・小出病院事業清算事務所及び

その課に参事、副参事、医事企画員、主査、主任、

専門員（次項において「参事等」という。）を置

くことができる。 

２ （略） 

 

 附 則 

 この規程は、平成27年10月１日から施行する。 

 

病院局訓令 
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新潟県病院局訓令第４号 

局 本 庁 

地域機関 

施 設 

新潟県病院局事務決裁規程（昭和36年新潟県病院局訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

平成27年９月29日 

新潟県病院事業管理者  若 月  道 秀 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示並びに削除条等を除く。以下「改正部分」と

いう｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示及び追加条等を除く。以下「改

正後部分」という。）が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

次の表の改正後の欄の表中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示並びに削除条等を除く。以下「改正部分」

という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示及び追加条等を除く。以下「改

正後部分」という。）が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

 （地域機関の長の権限に属する事務の専決） 

第 13条の３ 次長の専決事項は次のとおりとする。 

 (1)～(14) （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次長が長期にわたり不

在のとき、又は次長が不在の場合において緊急を要

するときは、地域機関の長は、当該次長が専決する

事項について専決するものとする。 

 

 

 （代決) 

第 13条の４ （略） 

 

別表第２の２(第 13条の４関係) 

 

地域機関

種類 

 代決の順序 

六日町・

小出病院

事業清算

事務所 

 

 

 

 

 

 

１ 所長の権限の代決 

 (1) 所長が不在のときは、次長（次長

が複数の場合は、所長があらかじめ指定

した順位による。) 

 (2) 所長及び次長がともに不在のとき

は、所長があらかじめ指定した職員 

 

 （地域機関の長の権限に属する事務の専決） 

第 13条の３ 次長の専決事項は次のとおりとする。 

(1)～(14) （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次長が長期にわたり不

在のとき、又は次長及び第 13 条の４の規定により

代決の権限を有する者がいずれも不在の場合におい

て緊急を要するときは、地域機関の長は、当該次長

が専決する事項について専決するものとする。 

 

 （代決) 

第 13条の４ （略） 

 

別表第２の２(第 13条の４関係) 

 

地域機関

種類 

 代決の順序 

六日町・

小出病院

事業清算

事務所 

 

 

 

 

 

 

１ 所長の権限の代決 

 (1) 所長が不在のときは、次長（次長

が複数の場合は、所長があらかじめ指定

した順位による。) 

 (2) 所長及び次長がともに不在のとき

は、所長があらかじめ指定した職員 

２ 次長の権限の代決 

 (1) 次長が不在のときは、その事務を

分掌する課長(以下「主務課長」という。) 

 (2) 次長及び主務課長がともに不在の

ときは、他の課長  
 

 

 附 則 

 この規程は、平成27年10月１日から施行する。 

 

病院局公告 
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一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、歯科口腔外科関連機器について、次のとおり

一般競争入札を行う。 

なお、この入札に係る調達はＷＴＯに基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第23号）の適用を受けるも

のである。 

平成27年９月29日 

新潟県病院事業管理者 若月 道秀 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  歯科口腔外科関連機器  １式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入場所 

  新潟県立十日町病院 

(4) 納入期限 

  入札説明書による。 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿の営業種目「機械類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第２条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を

有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 950－8570 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

  新潟県病院局業務課 

  電話番号 025－280－5705 

    Ｅメール ngt400020@pref.niigata.lg.jp 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  平成27年10月26日（月）午後５時00分 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

  平成27年11月９日（月）午後２時00分 

  新潟県庁行政庁舎16階入札室 

５ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県

病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 
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この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県病院局の交付する入札説明書に基づき応札仕様書を作成

し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ

を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の

規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

  詳細は入札説明書による。 

６ Summary 

  (1) Nature and quantity of the products to be purchased: 

Dental and oral surgery equipment [１]set 

  (2) Deadline for bid submission: 

      ２:00 P.M. November ９, 2015 

  (3) For more information, contact: 

      Facility Operation Division, 

      Bureau of Hospital Administration, 

      Niigata Prefectural Government 

      *address: 

   ４-１ Shinko-cho, Chuo-ku, Niigata-city, Niigata 

〒950-8570 

      JAPAN 

TEL 025-280-5705 

E-mail：ngt400020@pref.niigata.lg.jp  

 

正   誤 

平成27年９月17日付け県報号外１公告（基準地の標準価格）中 

ページ 行 誤 正 

２ ９ □塚字栄町4208番 塚字栄町4208番 

３ 21 親松字□先170番１外 親松字 先170番１外 

７ 22 □字大道上41番３ 字大道上41番３ 

11 ８ 
□潟１丁目１番13外 

「□潟１－１－36」 

潟１丁目１番13外 

「 潟１－１－36」 

12 ６ 
西城町３丁目字東二ノ□13番７ 

「西城町３－11－21」 

西城町３丁目字東二ノ 13番７ 

「西城町３－11－21」 

19 10 □籠山字並柳141番 籠山字並柳141番 
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25 14 高野字□島249番326外 高野字 島249番326外 

26 15 大字土□字下中子161番５ 大字土 字下中子161番５ 

26 16 大字土□字関下4958番１外 大字土 字関下4958番１外 

30 ４ 
西城町３丁目字東二ノ□13番７ 

「西城町３－11－21」 

西城町３丁目字東二ノ 13番７ 

「西城町３－11－21」 
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